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第15回 2019印刷産業夢メッセ開催にあたって

臨時常任理事会開催

第２回 2019印刷産業夢メッセ組織委員会開催

上期中国地区印刷協議会のセミナーより

広島労働局よりお知らせ

働き方改革を実現する「就業規則」作成・改定

セミナーより

福山支部だより

事務局だより

　もう９月で、稲刈りも始まります。写真は、街中の庭等でも
見受けられる「ざくろ」です。外見は茶褐色で、少しおどろお
どろしい感じですが、中にはルビーのような赤く美しい実がつ
まっています。市販されているざくろはアメリカ産、イラン産
を中心とした輸入品。国内産のざくろに比べて甘みが強く酸味
の少ない品種です。
　国内産は割れたところから赤い果粒を手で出して食べます。
しかし、輸入物は割れないので、花落ち部分を落とし、櫛形に
切ると食べやすくなります。可食率はたったの 20％程度。また、
種の周りのゼリー状の部分も食べられます。幼いころに食べた
思い出は、酸っぱくて種がほとんどで、種やまわりの皮に歯が
当たると苦かったのを覚えています。最近ではほとんど実をつ
けたままで、あげくの果てには地面に落ちて腐っている光景を
よく見ます。甘酸っぱい思い出です。

「ざくろ 漢字で書くと 石榴、柘榴」
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　広島県の経済は緩やかに拡大しているとされていますが、消費税率の引き上げの影響や米国の保護主
義的な政策、日韓関係の悪化など景気後退の可能性があり、相変わらず厳しい経営環境にあります。わ
れわれ中小印刷会社の生き残りは今まさに正念場を迎えます。
　第 15 回目の印刷産業夢メッセは「印刷の未来へ！ ヒントがつかめる“夢メッセ”」をテーマに開催
します。今年の夢メッセも多数のプログラムを用意しております。基調講演やソリューションセミナー
から得られるヒント、登壇者の皆さまと聴講者の皆さまとの交流から生まれるヒントなど、２日間さま
ざまなシーンから見つけ出せる「ヒント」をたっぷりと持ち帰り、課題解決や新たなチャレンジにつな
げていただければ幸いです。
　昨年からテーマ案を組合員から募集していますが、今年もどのような夢メッセにしたいかという思い
が詰まった案が集まりました。
　開催告知ポスターのデザイン案につきましても毎年組合員から募集しており、今年の応募は 36 作品。
最優秀賞のほかにもテーマにふさわしいアイデアが盛り込まれた素晴らしいデザイン案ばかりで、表現
の面白さをあらためて感じています。
　昨年から会場を広島ガーデンパレスに移して心機一転スタートした夢メッセですが、これらの応募作
品全てに一つひとつ、目を通しているとさまざまな思いや期待が感じられ、有意義な夢メッセにしなけ
ればという意欲が一層高まります。
　「広島平和ポスター学生コンペティション」入選 17 作品の展示もここ数年恒例となっており、今年も
公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）広島地区様のご協力により実現できること
となりました。これは広島県でデザインを学ぶ大学・専門学校の学生が作品を応募する数少ないコンペ
ティションです。
　若い世代が平和について真剣に考え、世界に伝えたい熱い思いを表現できるということは、平和な未
来への大きな希望です。独創的な視点で描かれた「平和」を見ることによって、大人もあらためて考え
させられるのではないかと思います。ぜひご覧ください。　
　印刷業界は日々変革と進歩を繰り返して未来に向かっています。いつの時代も人々に求められる印刷
の価値を創造し続け、夢を描ける未来を築いていきたいと思います。

現在と未来と夢を語り合う情報交流の場

印刷の未来へ！ ヒントがつかめる“夢メッセ”

「第 15 回 2019 印刷産業夢メッセ」
10 月 11 日（金） ～ 12 日（土）開催 

実行委員長　中本 俊之
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　８月８日（木）午後２時 30 分から、臨時常任理事会
が広島印刷会館会議室に於いて、役員７名出席で開催さ
れた。
　中本理事長から「昨日、全印工連で役員会がありまし
たが、その中で 10 月４日に大阪で全印工連フォーラム
が各委員会の開催を含めたもので、催されることが発表
されたのでお知らせします。そして、今取り組んでいる
2022 全日本印刷文化典広島大会もあと３年先となり、
来年長野県で行われる 10 月の全国大会では広島開催を
アピールしなければなりません。皆さんの協力なしでは
達成できません。ぜひ、よろしくお願いします」と挨拶
があり議事に入った。
議　題
(1) 2022 全日本印刷文化典広島大会
　  ・実行委員会編成表について

　  ・実行委員会組織の事務分掌について
　  ・キャッチフレーズについて
　  ・見積書等
(2) 営業講座受講者募集について
(3) フォーム印刷工業会からのセミナー協力について
(4) 2019 夢メッセ支部別入場券販売目標について
(5) その他

「役員会レポート」

臨時常任理事会開催

　７月 30 日（火）の午後 1 時 30 分より中区八丁堀の
広島ビジネスタワーで、リコージャパン㈱様のご協力に
より“脱初級！ Illustrator、Photoshop 作業効率化の
ヒント”のセミナーを、夢メッセでおなじみの鷹野雅弘
講師により開催された。
　外はこの夏最高に暑い日でしたが、お陰さまで定員
30 名の受講者は熱心に受講されていた。

「教育研修委員会より」

「スイッチセミナー in 広島」に大勢参加

　８月８日（木）午後１時 30 分から、第２回 2019 印
刷産業夢メッセ組織委員会が広島印刷会館会議室に於い
て、実行委員 16 名出席で開催された。
　小下委員長から「今日の会議は８月 27 日の報道発表
に向け、ある程度最終的な会議にしたいと思いますので
ご協力をよろしくお願いします。プログラムにつきまし
ては、ソリューションセミナーがあと３コマ空いており
ますが、どうか、今からでも皆さまのご紹介により少し
でも埋めたいと思っておりますのでご協力をお願いしま
す。広告掲載は一応目標に達しました。今はプログラム
作成に入っていますが、まだ、ソリューションセミナー
の内容報告が少し遅れている状況です。また、昨年も夢
メッセに学生さんの広島平和ポスターを展示しました
が、今年も 17 作品を展示します。月末には報道機関等

への説明会があります、皆さまのご協力をお願いします」
と挨拶があり、議事に入った。
議　題

【2019 印刷産業夢メッセ】
(1) 出展・広告依頼結果
(2) プログラム作成について
(3) その他

「2019 印刷産業夢メッセ」

第２回 2019 印刷産業夢メッセ組織委員会開催
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　このプロジェクトでは、ステップ１からステップ５ま
であり、今日は、ステップ３、業務革新についてお話し
します。
　今年の４月から働き方改革法案が施行され、既にス
タートしておりますが、有給休暇の年５日の取得。そし
て来年４月からはいよいよ我々中小企業にとってはとて
も辛いですが、残業時間の 45 時間の上限が設定されま
す。この２つの法案は今までに無かったものですが、こ
の法令に違反しますと、従業員１人当たり 30 万円とい
う罰則規定が初めて設けられます。我々中小企業にとっ
てはもう待ったなしの働き方改革を進めていかなければ
企業にとって大変収益の圧迫にもつながりかねないとい
うような状況になっております。
　今、いろんな会社さんで困っているのは人手不足では
ないかなと思いますが、企業は人手不足になりますと、
日々の業務に追われ業務革新がなかなか進みにくくなり
ます。業績を回復させようとすると、長時間労働が常態
化し、家事とか育児、介護などを担う女性が長時間労働
になってしまい、女性の活躍の場が非常に狭められます。
　そうすると、制約の少ない男性中心の会社になり、制
約の少ない男性も非常に採用が難しくなっております。
そうすると会社はどうなるのか、負のスパイラルに陥る
ことになってしまいます。この負のスパイラルを断ち
切って会社を成長させるには、仕事そのものを変えて、
多様化した人材の活用と業務革新に取り組む必要があり
ます。
　ここで皆さんに５つほど質問をします。１つ目は、皆
さんの会社は５年後、あるいは 10 年後も安泰でしょう
か。２つ目、普段から仕事のやり方を見直して効率化が
図られているでしょうか。３つ目は、チャレンジしてい
こうという雰囲気が会社の中にあるでしょうか。４つ目、

自ら考えて問題意識をもって行動する社員がいらっしゃ
いますでしょうか。そして５つ目は、社員はやり甲斐を
感じて仕事に取り組んでいるでしょうか。この５つの質
問の中に１つでももし心当たりがあれば、非常に大変な
ことになる可能性が高いので、ぜひ業務革新に取り組む
必要があるかと思います。
　今、組織を取り巻く環境は、大きく人手不足がありま
すが、少子高齢化に伴う 15 歳から 64 歳の生産人口年
齢は、300 人未満の会社については、人手不足で大変
悩んでいるということが、厚生労働省の労働経済動向調
査で明らかになっています。２つ目は、様々な価値観や
思いを持った人が、１つの職場で働きまして、人の数だ
けワークライフバランスが存在し、人材も多様化してい
るいわゆるダイバーシティが年々進んでいる働く人の意
識の変化があります。そして、３つ目ですが、お客さん
のニーズが常に変化して多様化している可能性があっ
て、様々なレベルで自社の経営に影響してきます。そし
て４つ目は、今まさに我々印刷業界が直面していますが、
目まぐるしく加速する技術革新、いわゆる IOT、ビッ
グデータ、AI をコアとする第４次産業革命によって、
企業はデータを活用した新たなサービス提供が実現でき
るようになりつつあります。
　しかし、その一方で競合他社の動向によっては自社の
価値が目減りする脅威もございます。様々な大きな変化
が我々を取り巻いている環境の今、業務革新が必要に迫
られております。そして、業務革新には２つのアプロー
チがございます。１つ目は、設備投資のアプローチがあっ
て、スマートファクトリー化による基幹業務システムと
連携の仕組みの導入です。これは設備投資を通じて業務

【上期中国地区印刷協議会にて】

幸せな働き方改革 STEP3 説明
　　　　　　　常務理事　小野　綾子
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革新を行なう方法で、この方法はトップダウンで実行し、
業務プロセスの刷新や人件費の削減など大きな業務革新
につながり即効性が非常に高い、また効果が大きい反面、
費用と切り替えのリスクが一方ではございます。
　そして、皆さんにお伝えする内容は、人に対するアプ
ローチです。従業員を取り囲む変化や改善の方法ですが、
具体的には業務の無駄を無くして効率化を図る、いわゆ
る強みや大事にしている価値観を業務に活かす新たな仕
事を作るなどが挙げられます。成果が上がるまで時間が
かかりますが、従業員参画により我が事意識や問題意識
が醸成され、より良くしていこうという風土が形成され
ていきます。業務革新では、このアプローチを必要とし
ますが、設備投資型の方法は、多くの会社では常に採用
できるとは限りません。仮に可能だとしましても、企業
の競争力は、設備やシステムだけで大抵できないことも
多くなっていきますので、設備投資をしたとしても、こ
の従業員の参画型のアプローチが当然必要になります。
　そして、今説明した内容について、２つ大きく分かれ
ますが、先ほど説明したスマートファクトリー化を目指
した設備投資によるアプローチと、従業員参画型のアプ
ローチになります。ただ設備投資によるアプローチも、
やはり人が関わっていかないと、どんなに素晴らしい設
備投資をしたとしても、それを活用するのは従業員です
ので、この２つは必要になってくると思います。
　先ほど説明しましたが、この従業員の参加型アプロー
チは４つあります。まず「トトノエル」は、いろんな
心理的な要因についての取り組みになってきます。そ
して、成功の循環モデルですが、ここでいうバッドサ
イクル、グッドサイクルがありますが、まずバッドサ
イクルは、結果だけを求めて結果の質を向上させるこ
とから始めてしまいますと、バッドサイクルに陥りが
ちです。これはなかなか成果が上がらず、結果の質が
低下すると対立や押し付けや命令が横行するようにな
りまして、関係の質が低下してしまいます。関係の質
が悪化すると、今度人は受け身になってしまって、仕
事がつまらないと感じ、思考の質が低下すると言われ
ております。思考の質が低下すると、積極的に行動し
なくなり、行動の質が低下し、結果の質が更に低下す
るというバッドサイクルに陥りがちになっております。
それと反対にこれから我々が提唱する業務革新では、
グッドサイクルになるような進め方をしていきます。
このグッドサイクルは、関係の質を高めるところから
始めるとなります。セミナーでは、この成功の循環モ
デルについても詳しくお伝えする予定でございます。
この成功の循環モデルを考えたのは、マサチューセッ
ツ工科大学のダニエル・キム教授が提唱しているもの
です。
　そして、２つ目の「ナガレル」という言葉ですけれ
ども、これは業務の貢献対象と目的を明確にして、仕
事をスムーズに促すようにすることです。長く行って

いた仕事は、徐々に業務の流れに無理無駄が当然出て
きます。特に長年引き継がれてきた仕事は、前任者の
やり方や考え方が積もりに積もってしまいがちになり
ます。人は、慣れたやり方を固執し非効率な進め方だ
とわかっていても、多少の不具合には目を瞑ってそれ
を続けてしまう傾向があります。業務の効率化を行う
ことがとても重要です。何のために、誰のために行っ
ているかもあやふやになっている仕事が、もしかして
皆さんの会社に無いでしょうか。過去には重要な意味
を持っていた仕事でも、目的が変わり、現在の目的に
沿っていないことがよくあります。仕事が増えても減
ることが無いのが世の常ではないでしょうか。この「流
れる」では、貢献対象と目的を明確にし、業務がスムー
ズに流れるようにして参ります。
　そして、３つ目ですが、「コダワル」ということは、
強みになりますけれども、強みでは、製品とかサービ
スが中心の機能になっていまして、その核を中心に物
的特性、付加価値、付随価値の４層で捉えることがで
きます。この自社の強みを業務革新で探すことを学ん
でいきます。そして最後に、「ツクル」というのは、お
客様にとって、価値のある仕事を作り活動に広めてい
きます。競争が激しい今、会社を発展させていくため
には、現状の仕事の効率化だけではなく、今後に向け
た新しい仕事を作りだしていく活動もとても重要にな
ります。価値のある新たな仕事は営業部門や生産部門、
管理部門でそれぞれ取り組む必要があります。セミナー
では、その取り組み方法を伝えさせていただきたいと
思っております。
　そして最後に、今回のこのセミナーの狙いと業務革
新を成功に導くためには、業務革新セミナーとこれか
ら皆さんのお手元にお届けさせていただきます業務革
新ワークブックは、業務革新のきっかけ作りにしてい
ただくことを前提に推進していきます。まずは、各社
でトライしていただき、行き詰ったり、本格的に取り
組んで行きたいということになりましたら、専門家や
コンサルタントの協力を仰ぎ、業務革新を進めていた
だければと考えております。そして、業務革新を今後、
皆さんが各社で取り組んでいく際に、進めていく、サ
ポートしていただける会社ですが、こちらのほうは、
産業能率大学のほうで進めていただく予定です。産業
能率大学は、マネジメントの総合教育研修機関です。
各企業や官庁、自治体などからの依頼で多くの研修の
実績があります。
　今後の全印工連で進
めて参ります働き方改
革のセミナーの開催を
ご期待ください。皆様
ご清聴ありがとうござ
いました。



（6）　第 397 号 令和元年 9月 1日い ん さ つ 広 島

『業務改善助成金』は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、「事業場内最低賃金（事業場内で
最も低い賃金）」の引上げを図るための制度です。

・事業場内最低賃金を30円以上引上げ、設備投資（機械設備、POSシステム等の導入）などを
　行った場合に、その費用の一部を助成します。

平成31年度業務改善助成金のご案内（令和元年度）
【広島労働局よりお知らせ】

助成金の概要　

コース

30円コース
（800円未満）

30円コース

１～３人

4～6人

7人以上

7人以上

4～6人

１～３人

５０万円

7０万円

100万円

10０万円

70万円

５０万円

引上げる
労働者数

助　成
上限額 助成対象事業場 助成率

事業場内最低賃金800円未満の事業場
かつ

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の
差額が30円以内

及び
事業場規模30人以下の事業場

4／5
生産性要件を満たした

場合は
9／10（※）

3／4
生産性要件を満たした

場合は
4／5（※）

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の
差額が30円以内

及び
事業場規模30人以下の事業場

※ここでいう、「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく
　生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

◆ 過年度に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。
◆ 「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も設備投資などに含まれるため、助成対象となります。

ご留意頂きたい事項

広島働き方改革推進支援センター (厚生労働省広島労働局委託事業)
　〒７３０－００１１　広島市中区基町１１－１３　合人社広島紙屋町アネクス４Ｆ　　℡ ０１２０－６１０－４９４
　                            　 (㈱東京リーガルマインド広島支社内)

お問合せ先

広島労働局 雇用環境・均等
　〒７３０－８５３８　広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎第２号館５階　　　℡ ０８２－２２１－９２４７

申請先

概　要
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５月号で年次有給休暇を５日間取得について述べましたが、そのセミナーでよくある質問のＱ＆Ａがありましたの
でご紹介いたします。

～ モデル就業規則を活用した職場環境の見直しの中から ～
【働き方改革を実現する「就業規則」作成・改定セミナーより】

【 基準日に関するご質問 】

【 対象となる休暇に関するご質問 】

改正法が施行される2019年４月１日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日（基準日）から、年５日確実に取得させ
る必要があります。よって、2019年４月より前に年次有給休暇を付与している場合は、使用者に時季指定義務が発生しないため、
年５日確実に取得させなくとも、法違反とはなりません。

2019年4月より前（例えば2019年1月)に10日以上の年次有給休暇を付与している場合には、そのうち５日分について、
2019年4月以後に年５日確実に取得させる必要がありますか。Q.1

この場合、４月１日が基準日となります。

４月１日に入社した新入社員について、法定どおり入社日から６か月経過後の10月１日に年休を付与するのではなく、入社
日に10日以上の年次有給休暇を付与し、以降は年度単位で管理しています。このような場合、基準日はいつになりますか。Q.2

時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得の希望があった場合には、半日（0.5日）単
位で取得することとして差し支えありません。また、労働者自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、取得１回につき
0.5日として、使用者が時季を指定すべき年５日の年次有給休暇から控除することができます。
（なお、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その
時間分を５日から控除することはできません。）

使用者が年次有給休暇の時季を指定する場合に、半日単位年休とすることは差し支えありませんか。また、労働者が自ら半
日単位の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指定すべき年５日の年次有給休暇から控除する
ことができますか。

Q.3

対象とはなりません。前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日
以上である労働者が義務の対象となります。

パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者であって、１年以内に付与される年次有給休暇の日数が10日未満の者につ
いて、前年度から繰り越した日数を含めると10日以上となっている場合、年５日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。

労働者が実際に取得した年次有給休暇が前年度からの繰り越し分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された年次
有給休暇であるかについては問わないものであり、ご質問のような取扱いも可能です。

前年度からの繰り越し分の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指定すべき年５日の年次有給
休暇から控除することができますか。Q.5

Q.4

法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇（たとえば、労働基準法第115条の時効が経過した後においても、取得の事由
及び時季を限定せず、法定の年次有給休暇日数を引き続き取得可能としている場合のように、法定の年次有給休暇日数を上乗せ
するものとして付与されるものを除く。以下同じ。）を取得した日数分については、 控除することはできません。
なお、当該特別休暇について、今回の改正を契機に廃止し、年次有給休暇に振り替えることは、法改正の趣旨に沿わないものであ
るとともに、労働者と合意をすることなく就業規則を変更することにより特別休暇を年次有給休暇に振り替えた後の要件・効果が
労働者にとって不利益と認められる場合は、就業規則の不利益変更法理に照らして合理的なものである必要があります。

法定の年次有給休暇に加えて、会社独自に法定外の有給の特別休暇を設けている場合には、その取得日数を５日から控除
することはできますか。Q.6

在籍出向の場合は、労働基準法上の規定はなく、出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決めによります。（基準日及び出向元で
取得した年次有給休暇の日数を出向先の使用者が指定すべき５日から控除するかどうかについても、取り決めによります。）
移籍出向の場合は、出向先との間にのみ労働契約関係があることから、出向先において10日以上の年次有給休暇が付与された日
から１年間について5日の時季指定を行う必要があります。（なお、この場合、原則として出向先において新たに基準日が特定され
ることとなり、また、出向元で取得した年次有給休暇の日数を出向先の使用者が指定すべき５日から控除することはできません。）

出向者については、出向元、出向先どちらが年５日確実に取得させる義務を負いますか。Q.8

ご質問のような手法は、実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくないものです。

今回の法改正を契機に、法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について、使用者が年次有給休暇として
時季指定することはできますか。Q.7
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　８月 19 日（月）、お盆休み明けの月曜日、福山支部価値
組委員会の８月（第 196 回）例会を開催しました。今回も
先月に引き続き、価値組の３つの主な事業についてフリー
トークを交えながら進捗状況の確認をするミーティングの例
会でした。
　価値組の３つの主な事業、夢メッセでのセミナー、今年で
９回目になる「笑顔のカレンダー」、そして地元の専門学校
での出前授業。この３つについて、春の例会で考えたコンセ
プトは「令和らしくアップデートしていこう」。今までの良
いところを踏襲しつつ、マンネリにならないよう新しい考え
方を取り入れてアップデートしていく。これをベースにした
打合せの２回目でした。

　先月と同じことと言えど、されど 1 ヶ月の進捗とか変わっ
ていく状況に合わせ、発想も磨かれていく。新しいアイデア
が出るのが不思議でもあり、新鮮な驚きがありました。
　笑顔のカレンダーの今年度制作の 2020 年版の進捗報告と
ともに、最後の 10 年目の集大成のカレンダーについてどう
企画していくか。皆さんから素敵なヒントをいただきワクワ
クしています。専門学校での出前授業は、変化していく環境
に合わせて「流れを意識」していく。そして、いよいよ開催
が10月に迫ってきた夢メッセでのセミナーは「価値組らしく」
を一緒に創っていけるよう皆んなでいろいろ考えています。
　ざっくばらんに話せる場だからこそ、いろいろ見えてくる
ことがある。いろいろ話が出来て、いろんな話が聴けて、中
にはハッとするコメントがあったりと、充実感のある例会で
した。これからさらに磨
いていければと思ってい
ます。（占部）

【福山支部だより８月例会】

「近況報告 各部の進捗はいかがですか？（２）」

7日

広島
ガーデンパレス

8日 印刷会館

24日 全青協正副議長会

常任役員会

夢メッセ第2回組織委員会
臨時常任理事会

27日
第3回常任・拡大理事会、第1回支部長会、
夢メッセ第5回三役会、
夢メッセ報道発表、夢メッセ出展説明会

三　重
８

　

月

東　京

6日

21日

14日

13日

全青協　中部ブロック会議

全青協　近畿ブロック会議

日印産連印刷の月

印刷の月　メモ帳配布

名古屋

京　都

ホテル
ニューオータニ9

　月

八丁堀付近

◎組合のうごき

事務局だより

◎組合員の異動
【住所移転】
　  ㈱ハイマン　インターナショナル  
　  新 住 所　〒720-0825
　  　　　　　福山市沖野上町二丁目 13 番 2 号　１Ｆ
　  電話番号　084-928-3544（変更なし）


